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事業復活支援金 
コロナの影響を受けた事業の回復に

法人は最大 250 万円、個人事業主は最大 50 万円 

（要件 1） コロナの影響を受けた※ 

中堅・中小・小規模企業や個人事業主（フリーランスも含まれます） 

（要件 2） 2021 年 11 月～2022 年 3 月のいずれかの月の売上高が 

2018 年 11 月～2021 年 3 月までの間の同じ月に比べ、30%以上減少 

※ 「コロナの影響を受けた」とは？

該当するケース 次のような影響により、売上が減少した事業者が対象です。 

需要の

減少 

 国や自治体の要請で、休業や時短営業、イベントの延期・中止、三密回避策などを行った 

 国や自治体の要請ではないが、コロナ禍を理由に顧客・取引先が休業や時短営業、イベントの延

期・中止などを行ったため、売上が減少した 

 消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行による影響を受けた 

 海外の都市封鎖や現地規制などのあおりを受けた 

 コロナ関連の渡航制限や水際対策などにより、海外渡航客や訪日外国人旅行客が減少した

 上記または下記のいずれかの影響を受けた顧客・取引先からの発注が減少した 

供給の

制約 

 コロナの影響による供給減少や流通制限で調達難に陥り、生産やサービス提供が困難となった

 国や自治体による休業・時短要請等で、業務上不可欠な取引や商談機会の制約を受けた 

 国や自治体による就業規制・行動自粛要請などで、十分な生産やサービス提供ができなかった 

これらの影響を受けたことを示す書類の追加提出を求められる場合があります。 

例：自治体等の要請文、コロナ禍のため休業・時短営業等をしたことを示す公表文、事業との関連性を示すもの（店舗写真等） 

該当しないケース 以下の場合等は、コロナの影響とは関係がないため、給付要件は満たしません。 

 実際に事業収入が減少したわけでなく、通常事業収入を得られない時期（事業活動に季節性がある場合の繁忙期や農

産物の出荷時期以外など）を対象月とし、算定上の売上が減少している場合 

 売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合 

 要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成りまたは事業承継の直後などで単に営業日

数が少ないこと等により売上が減少している場合 等 

対象は、次の 2 つ要件の両方を満たす事業者 

昨年 11 月から今年 3 月まで期間、新型コロナウイルス感染症（以下、コロナ）の影響で 30％以上

売上が減少した事業者を対象に、新しい支援金制度がスタートしました。ここでは、発行日現在の情

報をもとに概要をご案内します。その後の制度内容の変更等にご留意ください。 

自らの 

事業判断に 

よらずに 
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給付額 ＝ 基準期間※1 の売上高 － 対象月※2 の売上高 × 5 

※1 基準期間：「2018 年 11 月～2019 年 3 月」「2019 年 11 月～2020 年 3 月」「2020 年 11 月～2021 年 3 月」のいずれか

の期間で、対象月を判断するために売上高の比較に用いた月（基準月）を含む期間 
※2 対象月：2021 年 11 月～2022 年 3 月のいずれかの月で、かつ、基準期間の同月と比べ売上が 30％以上減少した月

●給付の上限額（影響の度合いや規模により異なります）

売上高減少率 個人事業者 

法人 

年間売上高※3 

1 億円以下 

年間売上高※3 

1 億円超～5 億円 

年間売上高※3 

5 億円超 

▲50％以上 50 万円 100 万円 150 万円 250 万円 

▲30％以上 50％未満 30 万円 60 万円 90 万円 150 万円 

※3 年間売上高：基準月を含む事業年度の年間売上高

STEP1※4 アカウントの申請・登録 

▼ 

STEP2  必要書類の準備 

▼ 

STEP3※4 登録確認機関に予約、 

事前確認の実施 

▼ 

STEP4  申請 

詳細は、事業復活支援金サイト（https://jigyou-fukkatsu.go.jp/）でご確認ください。

2022 年 5 月 31 日まで 

 通常申請の受付は 1 月 31 日から開始

 特例申請の受付は 2 月 18 日から開始

申請者専用相談窓口 ： 事業復活支援金事務局 0120-789-140 毎日 8:30～19:00 

参考：経済産業省「事業復活支援金」ホームページ（2022 年 2 月 10 日時点）https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html 

手続きの流れ オンライン申請が困難な方は、全国に設置される申請サポート会場もご利用いただけます。

主な必要書類（特例を受ける場合などは、別途必要書類あり） 

1. 確定申告書の控え（選択した基準期間すべてに係る年度分）

2. 対象月の売上に係る帳簿

3. 履歴事項全部証明書（法人）、本人確認書類（個人）

4. 通帳（振込先が確認できるページ）

5. 宣誓・同意書

6. 基準月の売上台帳等※5

7. 基準月の売上に係る 1 取引分の請求書・領収書等※5※6

8. 基準月の売上に係る通帳等（取引が確認できるページ）※5※6

※4 過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合は、STEP1

と STEP3 が省略可
※5 一時支援金・月次支援金の受給者、もしくは登録確認機関の継続支

援を受けている場合（会員、顧問先、事業融資先など）は、省略可
※6 事業において通帳等を全く用いていない場合など、合理的な理由に

より提出ができない場合に限り、理由書（様式あり）で代替可

給付額

申請期間

次のような事業者は通常の給付要件では受給が

難しいため、特例が実施されます。 

・ 確定申告義務がない個人や、確定申告書が

合理的な理由で提出できない法人

・ 2019 年～2021 年 10 月に新規開業した事業者

・ 売上に季節性のある事業者

・ 2018 年または 2019 年に罹災した事業者

・ 2020 年 1 月以降、かつ基準月から対象月の

間に事業承継、合併、法人成りした事業者

・ 連結納税を行っている事業者

・ NPO 法人、公益法人等
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